
表題部所有者の登記のお知らせ 富田林

別紙１及び２に掲げるとおり、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正

化に関する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を

行う予定ですので、お知らせします。

令和８年３月３日

大阪法務局富田林支局

登記官 畑 山 尚 江



別紙１  

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地目 地積

第１２２３－２０２４－００５１号 大阪府河内長野市太井２１５番１ ため池 ４９㎡

第１２２３－２０２４－００５２号 大阪府河内長野市太井２１５番２ 堤 １３㎡

第１２２３－２０２４－００５３号 大阪府河内長野市太井２１５番３ ため池 ２３㎡

第１２２３－２０２４－００５４号 大阪府河内長野市太井２１５番４ 堤 ６．６１㎡



別紙２

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地目 地積 抹消する登記事項 登記すべき事項

第１２２３－２０２３－００２２号 大阪府河内長野市小山田町２０４１番 ため池 ６６㎡
表題部所有者不明土地の登
記記録の表題部の所有者欄
に記録されている事項

表題部所有者として登記すべき者がない
（令和元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ）

第１２２３－２０２３－００３６号 大阪府河内長野市小山田町３０３４番１ ため池 ２８８５㎡
表題部所有者不明土地の登
記記録の表題部の所有者欄
に記録されている事項

表題部所有者として登記すべき者がない
（令和元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ）


